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1.　はじめに

今、AI がどれだけ進化して人間にとって代われるのかという問題に、世界

は直面している。2023 年 4 月の東京大学や京都大学の入学式において、各総

長が ChatGPT について言及された。このような近未来社会の現実が垣間見え

てきた、と言っても過言ではない。AI によって自動車の自動走行が実現され

たりクレジットカードの不正利用が検知されたり私たちの生活の利便性や安全

安心が大きく飛躍することが予測されている。その反面、AI による個人情報

の不正利用や、もしかしたら、大学教授や弁護士などの職種もかなりの部分が

AI にとって代わられるかもしれないという漠然とした不安感も、否定できな

い現実の問題になりつつある。

深層学習（ディープラーニング）を中心とした AI 技術の実用化は、それまで

のイノベーションの延長線上にあるとはいえ、ロボットのような人間の知覚に

よる作業を超えて人間の頭脳、認識、感覚や感情・心理に至るまでになってき

ている。21 世紀は、20 世紀に引き続きイノベーションの時代であり、イン

ターネットの普及によるデジタル革命が浸透し、企業経営においてはデジタル

トランスフォーメーション（DX）が最重要の課題となっている。他方、イノ

ベーションにおいてもう一つ革命的な進化を遂げているといえるバイオ分野に

おいては、遺伝子工学の発展により新薬の創出の有効性を高めるために AI 技

術の活用が模索されており、医療・ヘルスケアの分野においては健康管理・服

薬アプリやデジタルセラピューテクス（DTx）などのデジタルヘルスも続々と

名乗りを上げてきている。2020 年以降のコロナウイルスによって世界中の

人々の安全、生活、経済は大きな打撃を受けたが、このようなパンデミックは

今後も繰り返される可能性がある。こうしたパンデミック対策としても臨床開

発において膨大なデータを有する製薬産業と独自の強みをもつ IT 産業などの
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異業種が協業する動きも期待される。

以上のように、21 世紀のイノベーションの進化発展段階において AI 技術は

ビジネス環境を大きく変化させる要因となっており、企業経営においてはすで

に AI を前提とした事業戦略、知財戦略の策定が求められている。新技術の発

明によって日々新しい商品、サービスを e コマースによって家にいながら最短

で手に入れて享受できる時代において、企業の競争は行われている。経済発展

とはイノベーションの実行であることを主張したのはシュンペーターであるが、

彼は、イノベーションについて、①新製品の導入、②新生産方法の導入、③新

市場の開発、④新供給源の獲得、⑤新産業組織を実行することである、と指摘

している。

本書においては、今まさに花開こうとしている AI 時代において、ビジネス

の最前線において理解しなければならないイノベーション論をケーススタディ

も含めて概説している。そして、イノベーションを実践していくうえでの手段

としての知的財産戦略について、知的財産について初めて学ぶ方にとっても、

企業や大学などでの実務を経験している方にとっても、体系的で理解しやすい

実例に基づいたパッケージの提示によって、基礎から応用へと実践的に活用で

きる内容となっている。

2．本書の構成

第 1章　AI と知財は、國光健一氏と濱田智久氏による共同執筆である。

ビッグデータ、IoT というインターネットの普及後の情報通信技術とともに、

AI、ロボットがコアとなる技術革新として第 4 次産業革命をもたらすと位置

づけている。ディープラーニングを包摂する機械学習を概説し、機械学習と

ディープラーニングの違いなど誤解されやすい点についても要点の概説がなさ

れている。そして、知的財産をあまり学んだことのない方に対しても理解しや

すいように知的財産についての概説を行い、さらにビジネスで知的財産を活用

するうえで事業戦略と知財戦略の違いや知財実務上の活用の類型を概説し、さ

らに、最新の課題である AI や DX と知的財産の関係において注意しなければ

無断使用をお断りします。日科技連出版社
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ならないことも示されている。

第 2章　海外におけるAI と知財政策は、藤末健三氏による執筆である。日

本、米国、イギリス、ドイツ、フランス、中国の AI 技術の研究開発動向や推

進政策、関連法律を概説している。また、日本国内の AI 技術の発展に伴う発

明、特許出願動向については、日本の特許庁の特許データベースに基づいた分

析を紹介している。さらに、AI 活用の事例と 2040 年の未来の AI 活用の社会

について、日本の各官庁の報告書をもとに概説している。

第 3章　イノベーションと起業は、野田真氏による執筆である。イノベー

ションはハイテクの研究開発、活用によってもたらされるだけでなく、身近な

生活の新しいニーズや仕事の改善を実現しようとする起業こそがその原点であ

ることを具体的事例に基づいて示されている。劇的な変化を続ける AI 技術は、

イノベーションと起業にインパクトを与え、社会、組織、個人にさまざまな価

値をもたらしている。その際、古典的な知的財産権の保護によるクローズドイ

ノベーションだけではなく、AI や IoT などの複合技術を最適な選択肢として

他社との協業によって進めるオープンイノベーションのマネジメントについて

概説されている。

第 4章　AI 時代におけるバイオビジネス特許は、秋元浩氏と川端兆隆氏に

よる共同執筆である。バイオ分野の医薬品特許は医療制度や薬事行政との関係

もあり、他の分野と大きく異なる点があるので、他分野との異なる点を中心に

概説している。また、新薬創出の有効性を高めるための AI 技術の模索や医

療・ヘルスケア分野におけるデジタルヘルスの動向についても紹介されている。

なお、コロナウイルスなどの世界的なパンデミックへの対応として、従来電

子・通信分野などにおいて主に用いられてきたパテントプールの手法の活用が

検討される試みや、先進国と途上国間のライセンス供与などについての利害の

対立や生物多様性条約の枠組みや動向についても概説されている。

第 5章　AI による知財権侵害の法的規制の考え方は、馮超氏の執筆である。

中国における AI による知財権規制のモデルを検討するうえで、AI への法的

規制についての米国、UNESCO などの国際機関が策定した AI 設計の倫理規

無断使用をお断りします。日科技連出版社
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範などについて解説がなされている。AI に関する訴訟事例について知的財産

権以外のものも含めて紹介したうえで、AI による著作権侵害のリスク、特許

権侵害のリスク、商標権侵害と不正競争のリスクについて、中国や欧米におけ

る判決事例を紹介し、製造業者とユーザーの関係やアルゴリズムのブラック

ボックス的な特性から起こり得る悪影響や損害を最小限に抑えるための事業者

としての留意事項についても望ましいあり方が示されている。

序文を含め第 1 章から第 5 章まで、戚昊輝氏、宋翰祥氏には、監修である早

稲田大学次世代ロボット研究機構　AI ロボット研究所　知的財産・イノベー

ション研究会のメンバーとして、本書の特徴の一つである中国のイノベーショ

ン、知的財産についての執筆、編集に参画していただいた。

3.　本書の使い方

本書は、早稲田大学理工学術院（創造理工学部、基幹理工学部、先進理工学

部）において知的財産やイノベーションの科目を講義する講師を中心に、AI ロ

ボット研究所の知的財産・イノベーション研究会での議論を基に執筆されたも

のである。また、近年増加している外国人留学生にとっても、大学院入試や合

格後の論文作成研究において研究計画書を作成する際にも参考となることへの

留意も踏まえられている。

本書で対象とする、ビジネスの最前線においてイノベーションを実践してい

こうとするビジネスマンや、大学院や大学あるいはこれから大学院や大学をめ

ざそうとする人たちにとって有益な書となることを願ってやまない。

最後に、日科技連出版社の石田新氏には、企画から校正にいたるまで多大な

ご尽力をいただき、この場をお借りして深く感謝申し上げる。

2023 年 6 月

� 早稲田大学次世代ロボット研究機構　AI ロボット研究所　

� 　知的財産・イノベーション研究会　代表　

� 森　康晃　
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4. 1　特許発明とそのカテゴリー

特許発明は一般的には、物の発明、生産方法を伴わない方法の発明、物を生

産する方法の発明の 3 つに分類され、バイオビジネス分野の特許発明もこの 3

つのカテゴリーのいずれかに分類される。しかし、バイオビジネスの発明を理

解するためには、便宜的にではあるが、本章では「医薬発明」というカテゴ

リーを別に設定する。本章でいう医薬発明は、例えば公知の物質に未知の用途

を見出して開発された医薬品、すでにある医薬品の用量や投与方法、製剤を工

夫して開発された医薬品などの発明である。これらは従来の 3 つのカテゴリー

分類によると物の発明に分類されるが、単純な物の発明に比べると特許の効力

や扱いが異なるので、医薬発明として別に考えたほうが理解しやすい。した

がって、本章では特許発明を、（1）物の発明、（2）医薬発明、（3）生産方法を伴

わない方法の発明、（4）物を生産する方法の発明の 4 つのカテゴリーに分類す

る。

4. 2　物の発明

物の発明は、構造や性状などがまったく知られていない新規化学物質、未知

の微生物や遺伝子、装置、プログラムが分類されるが、ここでは他の分野には

ない遺伝子工学発明について述べる。新規化学物質については後で概説する。

4. 2. 1　遺伝子工学発明について
ここでの「遺伝子工学」とは、遺伝子組換え、細胞融合などにより人為的に

遺伝子を操作する技術を意味する。遺伝子工学に関する発明には、遺伝子、ベ

クター（遺伝子を導入するツール）、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、

形質転換技術により得られたタンパク質（以下「組換えタンパク質」と称する）、

モノクローナル抗体などに関する発明が含まれる。

（1）　遺伝子特許について

遺伝子工学において遺伝子などは、基本的にはグアニン（G）、シトシン（C）、

無断使用をお断りします。日科技連出版社
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アデニン（A）、チミン（T）の 4 種類の核酸の遺伝子配列によって表記される。

新しい遺伝子配列を発見したら、その遺伝子配列を特許請求の範囲に記載する

ことによって特許を受けることが可能であるが、このときいくつかの要件を満

たす必要がある。なお、遺伝子は、その機能、理化学的性質、起源・由来、製

法などにより特定して記載することもできるが、発明の明確性および実施可能

要件を記載する必要があるため容易でなく、遺伝子配列を記載して審査を受け

て権利化を図ることが一般的である。

（2）　遺伝子配列の記載方法

遺伝子配列の特許請求の範囲への記載方法は、以下の記載方法が一般的であ

る。

記載方法例 1：

以下の DNA からなる遺伝子。

ATGTATCGG……TGCCT の塩基配列からなる DNA

配列が長い場合や複数ある場合は、配列番号 1、2 と記載して、明細書中に

配列番号表を記載する。

また、遺伝子が特定のタンパク質やペプチドをコードする場合、以下のよう

な記載方法もある。

記載方法例 2：

以下の（a）のタンパク質をコードする遺伝子。

（a）Met―Asp―……Lys―Glu のアミノ酸配列からなるタンパク質

なお、新規な遺伝子を発見した場合、「（a）の塩基配列からなる DNA と相同

性が○○% 以上の塩基配列からなる DNA」などの表記を行って、権利範囲を

拡張することができる。

（3）　遺伝子配列の特許要件

単に新規な遺伝子配列を発見しただけでは特許要件は満たさない。すなわち、

使い方が不明な遺伝子断片は、産業上利用できる発明に該当しないため、例え

ば特定の疾患を診断するためのプローブとして使用できるなど、産業上の有用

性や利用可能性を示さなければならない。なお、有用性は実験的に検証する必

無断使用をお断りします。日科技連出版社
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5. 1　AIによる権利侵害に関する一般的な法律問題

無人運転車、スマート医療ロボット、スマートホームロボットなどによる生

命、身体、健康およびプライバシーなどの、人間の生存利益に対する安全上の

脅威と損害に比べ、AI が知財権を侵害するという問題は、これまで十分に重

視されておらず、深い理論的研究もなされていない。

5. 1. 1　AIによる道具としての権利侵害と独立した権利侵害
現段階の AI は自意識をもっておらず、今後長期にわたってもそのような意

識をもつこともないであろう。したがって、AI そのものが「意図的に」権利

侵害行為を行うことは不可能である。AI が特定の種類の不法行為をして他人

に危害を加えるとすれば、設計者がプログラミング中に意図的に設定したり、

使用者が操作中に意図的に求めたりした結果に違いない。この場合、AI は人

間による侵害の道具にすぎない。AI を道具とする侵害は、一般的な過失によ

る侵害であり、その背後にある行為者の主観的な意図を技術的に証明する必要

があるため、普通の道具を用いて行う侵害行為よりもっと複雑である。しかし、

権利侵害責任に関する民事法の原則を突破してはいない。

技術の研究開発が日増しに深まり、進歩するとともに、AI の自主性は高ま

りつつある。AI は簡単な道具とみなせなくなってきている。たとえ設計者で

あっても予見できず、コントロールできない行為が実施される可能性がある。

こうした想定外の独立した行為が権利侵害行為を構成する場合、誰がどのよう

に責任を負うべきか、現行の法体系における責任規定がそれに十分対応できな

いところがあるかもしれない。

AI が人間の想定外の独立した権利侵害行為を生み出す主な原因は、そのア

ルゴリズムの設計と運用に欠陥があることにある。現在、産業界では、家事や

医療、災害復興など、実用的な問題を扱う AI の開発に集中している。こうし

た技術主義的、機能主義的な AI 技術は、その関数に道徳や法律が含まれてい

ないため、計画の道徳性や合法性には無関心である。
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AI による権利侵害や違法リスクに対応するために、予防と制御の 2 つの異

なる道を設計した。1 つは「トップダウン」のルートであり、推論に基づいて

道徳的原則を選択、実現し、それに基づいて道徳的原則を遵守するインテリ

ジェントシステムの予防策の構築である。もう 1 つは「ボトムアップ」のルー

トで、機械学習アルゴリズムに対し AI の行動を導くのに十分な事例を示す制

御策の設定というものである。

第 1 のルートの問題は、人間の道徳観の一部が、感情を感じる能力に由来し

ているため、このような生物的、本能的反応は、計算や推論の方法で示すこと

ができないことである。第 2 のルートの問題は、たとえ膨大な数の事例を人工

知能に与えるとしても、他者との関係で直面し得る道徳的問題をすべて網羅し、

意思決定を補助することはできないことである。

AI がデータベース以外の「新しい」状況に遭遇したとき、「経験」に基づく

判断や選択はできないかもしれない。人間の常識を概念化、形式化、アルゴリ

ズム化することも難しい。さらに、AI のアルゴリズム化に道徳的・法的原則

を浸透することは難しい。

道具としての権利侵害であれ、独立した権利侵害であれ、AI が人間を深く

憂慮させる問題の一つは、そのアルゴリズムの不透明化である。人々はあらゆ

る AI 製品を気軽に使い、その便利さや楽しさを享受しているが、ほとんどの

人はその仕組みを理解していない。場面によっては、被害がアルゴリズムによ

るものかどうかを判断できず、ましてやアルゴリズムがどのように書かれてい

るなどもわからない。それだけでなく、AI のアルゴリズムの不透明化は、そ

の自動化された意思決定や行動の説明不可能性によって特徴づけられるため、

その AI の設計者や専門家でさえ、AI がなぜそのように行動するのかという

理由や論理を説明できない。アルゴリズムの不透明化により、AI による権利

の侵害と被害との因果関係を証明することはさらに困難になる。

5. 1. 2　AI設計の倫理的・法的規範
AI に人間と同じような法律遵守や道徳観念をもつことを期待することはで
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